
現在、内閣府で差別解消のための「基本方針」
を策定中。 

 差別的取扱いの禁止 
 合理的配慮の不提供の禁止 

法的義務 

 ○ 平成２５年６月に、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」を制定 

 
○ 差別解消のための「基本方針」を策定 
  
○ 「基本方針」に即して、各府省庁等において 
  ・ 当該機関における取組に関する対応要領 
  ・ 事業分野別の対応指針（ガイドライン） 
  を策定。 

平成１９年に署名した「障害者権利条約」の批准に向けた法整備 

○ 不当な差別的取扱いの禁止 

○ 合理的配慮の提供 

雇用分野以外の全般について 

内閣府 

法的義務 

国・地方公共団体等は法的義務 
事業者は努力義務 

 ○ 平成２５年６月に、「障害者の雇用の促進等に関する法律」を一部改正し、以下の規定を新設。 
 
 
 
○ 必要があると認めるときは、事業主に対し、
助言、指導又は勧告を実施。 

○ 労働政策審議会 障害者雇用分科会の意見
を聴いて、「指針」を策定。 

○ Ｑ＆Ａ及び事例集を作成し、現在都道府県労
働局において事業主等に精力的に周知 

 
   

○ 不当な差別的取扱いの禁止 

○ 合理的配慮の提供 

雇用分野（事業主） 

厚生労働省 

法的義務 

平成２８年４月施行 

法的義務 

平成２８年４月施行 
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   障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務について 参考１ 



  参照条文 

○ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成25年法律第65号）（抄） 

 

   （事業者における障害を理由とする差別の禁止） 

第八条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをするこ
とにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。 

２ 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明が
あった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならない
よう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的
な配慮をするように努めなければならない。 

 

   （事業主による措置に関する特例） 

第十三条 行政機関等及び事業者が事業主としての立場で労働者に対して行う障害を理由とする差別を解消す
るための措置については、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和三十五年法律第百二十三号）の定める
ところによる。 

 



  ○ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年２月24日閣議決定）（抄） 
 

第２ 行政機関等及び事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する共通的な事項   

  ３ 合理的配慮 

     （１）合理的配慮の基本的な考え方 

 イ 合理的配慮は、障害の特性や社会的障壁の除去が求められる具体的場面や状況に応じて異なり、 
多様かつ個別性の高いものであり、当該障害者が現に置かれている状況を踏まえ、社会的障壁の除去
のための手段及び方法について、「（２）過重な負担の基本的な考え方」に掲げた要素を考慮し、代替措
置の選択も含め、双方の建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で、柔軟に対応
がなされるものである。さらに、合理的配慮の内容は、技術の進展、社会情勢の変化等に応じて変わり
得るものである。 

 

（２）過重な負担の基本的な考え方 

過重な負担については、行政機関等及び事業者において、個別の事案ごとに、以下の要素等を考慮し、
具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要である。行政機関等及び事業者は、
過重な負担に当たると判断した場合は、障害者にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めるこ
とが望ましい。 

・事務・事業への影響の程度（事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か） 

・実現可能性の程度（物理的・技術的制約、人的・体制上の制約） 

・費用・負担の程度 

・事務・事業規模 

・財政・財務状況 

 

 

 

 

 

 

 

 



 （１）基本的な考え方 
 

○ 対象となる事業主の範囲は、すべての事業主。 
 

○ 対象となる障害者の範囲 ： 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害があるため、
長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者。  

        

⇒ 障害者手帳所持者に限定されない。 
 
○ 合理的配慮は、個々の事情を有する障害者と事業主との相互理解の中で提供されるべき性質のもの。 
 

  
（２）合理的配慮の内容 

   ○ 合理的配慮の事例として、多くの事業主が対応できると考えられる措置の例を「別表」として記載。 

（別表の記載例） 

【募集及び採用時】 
 ・ 募集内容について、音声等で提供すること。（視覚障害） 
 ・ 面接を筆談等により行うこと。（聴覚・言語障害）     など 

【採用後】 
  ・ 机の高さを調節すること等作業を可能にする工夫を行うこと。（肢体不自由） 
  ・ 本人の習熟度に応じて業務量を徐々に増やしていくこと。（知的障害） 
  ・ 出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。（精神障害ほか） など   

 合理的配慮指針 

雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保 
又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を 

改善するために事業主が講ずべき措置に関する指針（概要）  
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 （４）過重な負担 

○ 合理的配慮の提供の義務は、事業主に対して「過重な負担」を及ぼすこととなる場合を除く。 
 事業主は、過重な負担に当たるか否かについて、次の要素を総合的に勘案しながら個別に判断する。 
 
    ① 事業活動への影響の程度、  ②実現困難度、  ③費用・負担の程度、  

    ④ 企業の規模、  ⑤企業の財務状況、  ⑥公的支援の有無 
 
○ 事業主は、過重な負担に当たると判断した場合は、その旨及びその理由を障害者に説明する。その場合でも、事業主は、 
 障害者の意向を十分に尊重した上で、過重な負担にならない範囲で、合理的配慮の措置を講ずる。 

 
（３）合理的配慮の手続 

○ 募集・採用時 ： 障害者から事業主に対し、支障となっている事情などを申し出る。 
   採  用  後 ： 事業主から障害者に対し、職場で支障となっている事情の有無を確認する。 

○ 合理的配慮に関する措置について、事業主と障害者で話し合う。 

○ 合理的配慮に関する措置を確定し、講ずることとした措置の内容及び理由（「過重な負担」にあたる場合は、その旨及び 
 その理由）を障害者に説明する。採用後において、措置に一定の時間がかかる場合はその旨を障害者に説明する。 

  ※ 障害者の意向確認が困難な場合、就労支援機関の職員等に障害者の補佐を求めても差し支えない。 

 

（５）相談体制の整備 

○ 事業主は、障害者からの相談に適切に対応するために、必要な体制の整備や、相談者のプライバシーを保護するために 
 必要な措置を講じ、その旨を労働者に周知する。 

〇 事業主は、相談したことを理由とする不利益取扱いの禁止を定め、当該措置を講じていることについて、労働者に周知する。  

                                                                             など 
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